
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
備考  

地区内残留地区以外
．．

の地域では震災時に延焼火災の危険性があるため、火災から命
を守るために一時的に待機する場所として、地域ごとに「避難場所（大きな公園や団地など
のオープンスペース）」が指定されています。なお、避難場所に似た言葉に、自宅に被害が
あり生活できない場合の「避難所（主に学校などの公共施設）」があります。 

誤解の原因として、地区内残留地区では、「避難場所」の指定がありませんが、「避難所」
がないと混同し、「避難所に行けない」という誤解が生じているほか、比較的水害リスクの低
い南部の地域が指定されているため、「水害時に避難しなくていい」という誤解も生まれてい
ると考えられます。 

（R6.9 江東区防災課） 

 

 

 

 

う ち の マ ン シ ョ ン は 、 
地区内残留地区にあるの
で、水害時でも安心だ。 

う ち の マ ン シ ョ ン は 、 
地区内残留地区にあるの
で、避難所に行けない。 


